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 （趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定並びに福祉的就

労に対する支援を図るため、本市の区域内に存する障害者支援施設等から積

極的に物品を購入し又は役務の提供を受けることに関し必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「障害者支援施設等」とは、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

条第１１項に規定する障害者支援施設、同条第２７項に規定する地域活動支

援センター、同条第１項に規定する障害福祉サービス事業（同条第７項に規

定する生活介護、同条第１３項に規定する就労移行支援又は同条第１４項に

規定する就労継続支援を行う事業に限る。）を行う施設若しくは小規模作業

所（障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障害

者の地域における作業活動の場として同法第１８条第３項の規定により必要

な費用の助成を受けている施設をいう。）をいう。 

 （発注見通しの公表等） 

第３条 障害者支援施設等からの物品の購入又は役務の提供について、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定

による随意契約（以下「契約」という。）を締結しようとする担当の課長等

（以下「契約担当課長」という。）は、当該契約を締結するまでに、契約の

発注見通し状況報告書（第１号様式）を作成し、障がい福祉課長に提出しな

ければならない。 

２ 障がい福祉課長は、前項の規定による提出があったときは、発注見通しの

状況を一覧にとりまとめ、調達契約課長に提出しなければならない。 

３ 調達契約課長は、前項の規定による提出があったときは、津市契約規則

（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第９条の２第１項

の規定に基づき、発注見通しの状況を公表しなければならない。 



４ 前項の規定による公表は、本市のホームページへの掲載により行うものと

する。 

 （契約締結状況の公表等） 

第４条 契約担当課長は、契約の締結後、速やかに契約締結状況報告書（第２

号様式）を作成し、障がい福祉課長に提出しなければならない。 

２ 障がい福祉課長は、前項の規定による提出があったときは、契約締結状況

を一覧にとりまとめ、調達契約課長に提出しなければならない。 

３ 調達契約課長は、前項の規定による提出があったときは、規則第９条の２

第２項の規定に基づき、契約締結状況を公表しなければならない。 

４ 前項の規定による公表は、本市のホームページへの掲載により行うものと

する。 

 （公表期限） 

第５条 第３条第４項及び前条第４項の公表期限は、契約の履行開始日の属す

る年度の３月３１日までとする。 

 （委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、契約の実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 この訓は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年３月２９日訓第１４号） 

 この訓中第１条の規定は平成２５年４月１日から、第２条の規定は平成２６

年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３０年３月３０日訓第２０号） 

 この訓は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第３条関係） 

契約の発注見通し状況報告書 

番号 

物品又は

役務の名

称 

契約の内容 

契 約 締 結 予

定 日 及 び 契

約期間 

契約の相手方 
契約の相手方の決定

方法及び選定基準 

契約に係る

申請方法 
担当課 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

契約締結状況報告書 

番号 
物品又は役務

の名称 
契約の内容 

契約締結日及

び契約期間 
契約の相手方 契約金額 

契約の相手方と

した理由 

 

担当課 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


